
感 薬 第 1 0 4 2 号 

令和５年 12 月 26 日 

 

 新潟県医師会長 様 

 郡市医師会長 様 

 

新潟県福祉保健部感染症対策・薬務課長  

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

医療用解熱鎮痛薬等の安定供給に係る再周知ついて（通知） 

 

 

全国的な解熱鎮痛薬、鎮咳薬及び去痰薬等の医療用医薬品（以下「医療用解熱

鎮痛薬等」という。）の不足及びインフルエンザの患者数も高い水準が続いてい

ること等から、医療用解熱鎮痛薬等については入手しづらい状況が続いており

ます。 

医療用解熱鎮痛薬等の適切な用法・用量による処方及び適切な発注について

は、これまでも御協力いただいているところですが、引き続き、御協力いただき

ますよう貴会員に周知をお願いします。 

 

（参考） 

 令和５年９月 29 日付け事務連絡「鎮咳薬（咳止め）・去痰薬の在庫逼迫に伴

う協力依頼」 

 医療用解熱鎮痛薬等の供給相談窓口（医療用解熱鎮痛薬等 110 番） 

  ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29794.html 

  

担当：薬事指導係 髙野・長谷川 

TEL: 025-280-5188 

FAX: 025-280-5641 



 

事 務 連 絡 

令和５年９月２９日 

 

 

各         衛生主管部（局） 御中 

                  

 

厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課 

 

鎮咳薬（咳止め）・去痰薬の在庫逼迫に伴う協力依頼 

 

医薬品の安定供給につきましては、平素より御尽力いただき、御礼申し上げま

す。 

新型コロナウイルス感染症の流行以降、種々の感染症の減少により、市場の鎮

咳薬（咳止め）・去痰薬の供給量が縮小する中で、今般、新型コロナウイルス感

染症やインフルエンザ等の感染症の拡大に伴い鎮咳薬（咳止め）・去痰薬の需要

が増加しており、製造販売業者からの限定出荷が生じています。 

市場の供給量を確認すると、主要な解熱鎮痛薬については、新型コロナウイル

ス感染症の流行以前の約1.5倍まで、トラネキサム酸については、約2.3倍までそ

れぞれ増産されている一方で、主要な鎮咳薬（咳止め）の供給量については、新

型コロナウイルス感染症の流行以前の約85％まで生産量が低下しており、また

主要な去痰薬の供給量については、新型コロナウイルス感染症の流行以前と同

程度ではあるものの、メーカー在庫が減少している状況です。企業においては可

能な限りの増産対応を行っているところではありますが、安定的に供給される

には一定の期間を要するところです。 

 

このような状況について、貴管下関係医療機関、薬局及び医薬品卸売販売業者

等に対して周知いただくとともに、限られた医療資源を必要な患者に適切に供

給できるよう、鎮咳薬（咳止め）・去痰薬が安定的に供給されるまでの間、下記

について、周知をお願いしたく存じます。 

 

 

 

記 

 

 

都 道 府 県 

保健所設置市 

特 別 区 



 

１. 鎮咳薬（咳止め）・去痰薬については、初期からの長期での処方を控えてい

ただき、医師が必要と判断した患者へ最少日数での処方に努めていただきた

いこと。また、その際に残薬の有効活用についても併せて御検討いただきたい

こと。 

 

２．薬局におかれては、処方された鎮咳薬（咳止め）・去痰薬について、自らの

店舗だけでは供給が困難な場合であっても、系列店舗や地域における連携に

より可能な限り調整をしていただきたいこと。 

 

３．鎮咳薬（咳止め）・去痰薬について、必要な患者に広く行き渡るよう、過剰

な発注は控えていただき、当面の必要量に見合う量のみの購入をお願いした

いこと。 

 



医療⽤解熱鎮痛薬等の供給相談窓⼝（医療⽤解熱鎮痛薬等1
10番）の設置について
医療⽤解熱鎮痛薬 については、各メーカーが限定出荷を⾏っている状況を踏まえ、平時と⽐較して需要が増加した医療機関や⼩規模な薬局等に優先して供
給を⾏うよう医薬品卸売業者に依頼をしたところであるが、それでもなお解熱鎮痛薬等を購⼊できないなどのケースに対応するため、厚⽣労働省に相談窓⼝
を開設しました。

発熱外来や新型コロナウイルス感染症の患者を受け⼊れている医療機関やこれら医療機関の処⽅せんを受け付けている薬局において、解熱鎮痛薬等 の在庫
が少なく、平時に取引のある卸売業者に連絡しても⼊⼿が困難であり、業務に⽀障を来たすとともに患者に迷惑を掛けてしまうおそれがある医療機関・薬局  
※解熱鎮痛薬、鎮咳薬、トラネキサム酸

ご相談の⽅法

○ ご相談は電⼦メールにて受付します。
○ 相談フォーマット（Excel）に必要事項を⼊⼒の上、antei-kyokyu@mhlw.go.jpあてに送信して下さい。
○ ⼊⼒いただいた内容に関して、厚⽣労働省担当職員から確認させていただく場合がございますので、医療機関・薬局におかれましては、連絡先をお忘れ
なく⼊⼒下さい。

具体的な流れ

事務連絡（令和４年12⽉14⽇付医政局医薬産業振興・医療情報企画課事務連絡）

○ 医療⽤解熱鎮痛薬の安定供給に関する相談窓⼝の設置及び協⼒依頼（都道府県等⾃治体あて）
○ 医療⽤解熱鎮痛薬の安定供給について（協⼒依頼）（卸売業界あて）
○ 医療⽤解熱鎮痛薬の安定供給に関する相談窓⼝の設置及び協⼒依頼（公益社団法⼈⽇本医師会等あて） 
 

お問い合わせ先

医政局医薬産業振興・医療情報企画課 流通指導室

antei-kyokyu@mhlw.go.jp
 

※

本相談窓⼝の対象となる「医療機関・薬局」は次のとおりです
※

PDFファイルを⾒るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こ
ちらからダウンロードしてください。

https://www.mhlw.go.jp/content/10807000/001045463.xlsx
mailto:antei-kyokyu@mhlw.go.jp
https://www.mhlw.go.jp/content/10807000/001024184.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10807000/001024185.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10807000/001024186.pdf
mailto:antei-kyokyu@mhlw.go.jp
https://get.adobe.com/jp/reader/

